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船舶事故調査報告書 

 

 

   船 種 船 名 貨物船 JANG WON NO.1 

   ＩＭＯ番号 ８１１４２３５ 

   総 ト ン 数 ２,６２８トン 

 

   事 故 種 類 乗揚 

   発 生 日 時 平成２１年４月２４日 １６時５０分ごろ 

   発 生 場 所 新潟県新潟市新潟港西区 

          新潟港臨港灯台から真方位３２２°４００ｍ付近 

          （概位 北緯３７°５７.１′ 東経１３９°０４.０′） 

 

 

平成２２年２月１８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

委   員  山 本 哲 也 

委   員  根 本 美 奈 

 

 

１ 船舶事故調査の経過 

 

１.１ 船舶事故の概要 

貨物船JANG
ジ ャ ン

 WON
ウォン

 NO.1は、船長ほか９人が乗り組み、新潟県新潟市新潟港西区臨港ふ
．

頭を離岸し、大韓民国ポハン港に向け出港中、平成２１年４月２４日１６時５０分ご

ろ同区西突堤東方の浅所に乗り揚げた。 

JANG WON NO.1には、船尾部船底に凹損を伴う擦過傷が生じたが、死傷者はいなかっ

た。 

 

１.２ 船舶事故調査の概要   

1.2.1 調査組織 

運輸安全委員会は、平成２１年４月２４日、本事故の調査を担当する主管調査官
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（仙台事務所）ほか２人の地方事故調査官を指名した。 

 

1.2.2 調査の実施時期 

平成２１年４月２６日 現場調査及び口述聴取 

平成２１年４月２７日、６月１日 回答書受領 

 

1.2.3 原因関係者からの意見聴取 

原因関係者から意見聴取を行った。 

 

 

２ 事実情報 

 

２.１ 事故の経過 

2.1.1 船舶自動識別装置の情報記録による運航状況 

海上保安庁新潟船舶通航信号所が受信した船舶自動識別装置*１の情報記録（以下

「ＡＩＳ記録」という。）によれば、平成２１年４月２４日１６時２３分～１６時 

５０分の間におけるJANG WON NO.1（以下「本船」という。）の運航状況は、次のと

おりであった。 

   (1) １６時２３分２１秒、北緯３７°５６′５１.６″東経１３９°０４′ 

１３.５″において、船首方位１４７°（真方位、以下同じ。）及び０.０ノッ

ト（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）であった。 

   (2) １６時２９分１７秒、北緯３７°５６′５１.９″東経１３９°０４′ 

１３.９″において、船首方位１６２°、対地針路３３２°及び０.６knの速

力であった。 

   (3) １６時３５分１９秒、北緯３７°５６′５２.７″東経１３９°０４′ 

１３.１″において、船首方位１３９°、対地針路３２１°及び０.４knの速

力であった。 

   (4) １６時４１分１８秒、北緯３７°５６′５６.８″東経１３９°０４′ 

０９.７″において、船首方位１５２°、対地針路３３３°及び２.１knの速

力であった。 

   (5) １６時４４分１９秒、北緯３７°５７′０２.８″東経１３９°０４′ 

                         
*１ 「船舶自動識別装置（AIS：Automatic Identification System)」とは、船舶の識別符号、種類、

船名、船位、針路、速力、目的地、航行状態に関する情報を各船が自動的に送受信し、船舶相互間及

び陸上局の航行援助施設等との間で情報を交換することができる装置をいう。 
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０７.５″において、船首方位１７１°、対地針路０２６°及び０.６knの速

力であった。 

   (6) １６時４７分２０秒、北緯３７°５６′５９.７″東経１３９°０４′ 

０４.４″において、船首方位２７７°、対地針路２６７°及び３.２knの速

力であった。 

   (7) １６時５０分１８秒、北緯３７°５７′０５.９″東経１３９°０３′ 

５８.８″において、船首方位００９°及び０.０knの速力であった。 

（付表１ 本船のＡＩＳ記録 参照） 

 

2.1.2 船長の口述による運航状況 

船長の口述によれば、次のとおりであった。 

本船は、船長ほか９人が乗り組み、スクラップ鋼材３,０３２トンを積載し、船長

が船橋前面中央部で出港操船の指揮につき、甲板手が手動操舵に当たり、右舷付け

した新潟港西区臨港ふ
．
頭Ａ２岸壁を離岸し、４月２４日１６時４５分ごろ４節入れ

ていた左舷錨を揚げて大韓民国ポハン港に向かった。 

船長は、揚錨後、タグボートによる操船補助なしで、臨港ふ
．
頭岸壁と導流堤に囲

まれた水域（以下「回頭予定水域」という。）で右回頭するため左舵一杯とし、機関

を極微速力後進にかけて後進を始めた。 

本船は、右舷側の臨港ふ
．
頭Ａ１岸壁を通過後、微速力後進としたが、当時、北北

東の風が強く、北方の回頭予定水域に船尾を向けることができずに北北西方に後進

したまま信濃川河口水域（以下「河口水域」という。）まで進出し、そこで右回頭し

て北方に船首を向けることとした。 

船長は、導流堤の南方付近で機関を停止し、１６時５０分ごろ導流堤南端部から

西方約５０ｍの河口水域において、南方に向首して導流堤に並航したとき、右舵一

杯とし、機関を極微速力前進にかけて右回頭を開始した。 

船長は、導流堤南端を通過後、機関を微速力前進にかけ、新潟港臨港灯台(以下「臨

港灯台」という。)西方の河口水域中央付近で西方に向首したとき、さらに増速して

速く回頭しようと機関を半速力前進にかけたが十分に右回頭を行うことができず、

西突堤に接近したので、機関を微速力前進、極微速力前進、停止としたが、本船は、

１７時００分ごろ西突堤東側の水深約５ｍの浅所に乗り揚げた。 

本船は、その後、代理店が手配したタグボートにより離礁して北ふ
．
頭に接岸し、

潜水士による船底調査が行われた。 

 

本事故の発生日時は、平成２１年４月２４日１６時５０分ごろで、発生場所は、臨

港灯台から３２２°４００ｍ付近であった。 
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（付図１ 推定航行経路図 参照） 

 

２.２  人の死亡、行方不明及び負傷に関する情報 

死傷者はいなかった。 

 

２.３  船舶の損傷に関する情報 

船長の口述によれば、舵の下部及び船尾船底外板に擦過傷が、その船首方向約２ｍ

に直径約４０cmの凹損が生じた。 

 

２.４ 乗組員に関する情報 

(1) 性別、年齢、海技免状 

船長（大韓民国籍） 男性 ７１歳 

二級航海士免状（大韓民国発給） 

      免 許 年 月 日 ２００１年５月２５日 

      免状交付年月日 ２００６年３月１５日 

              （２０１１年５月２４日まで有効） 

(2) 船長の主な乗船履歴等 

船長の口述によれば、次のとおりであった。 

① １９７３年に船員になり、船長としての乗船履歴は２５年間であった。船

長は、２００８年３月１１日に本船に初めて乗船し、新潟港は、今回が本船

で５回目の入港で他船も含めて合計２０～２５回の入港経験があり、同港を

含む日本及び大韓民国各港の入出港時には水先人を要請せず、自らが操船を

行っていた。 

② 健康状態 

健康状態は、普通であった。 

 

２.５ 船舶に関する情報 

2.5.1 船舶の主要目 

  ＩＭＯ番号 ８１１４２３５ 

  船 籍 港 大韓民国チェジュ 

  船舶所有者 MEC SHIPPING CO.,LTD.  

  船舶管理会社 MEC SHIPPING CO.,LTD. 

  総 ト ン 数 ２,６２８トン 

  Ｌ ×Ｂ ×Ｄ ８５.７０ｍ×１４.００ｍ×８.３０ｍ 

  船    質 鋼 
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  機    関 ディーゼル機関１基 

  出    力 １,６９１kＷ（連続最大） 

  推 進 器 ４翼固定ピッチプロペラ１個 

  進水年月日 １９８２年１月９日 

   

2.5.2 積載状態 

船長の口述によれば、出港時、スクラップ鋼材３,０３２トンを積載し、ほぼ満載

状態で、喫水は、船首約４.３２ｍ、船尾約６.２０ｍであった。 

 

2.5.3 船舶に関するその他の情報 

   (1) 船長及び二等航海士の口述によれば、次のとおりであった。 

本船は、船尾船橋型のばら積み貨物船で、船橋中央部に操舵スタンドがあ

り、その左舷側に２台のレーダー、右舷側に主機遠隔操縦装置が、船橋前部

左舷側に国際ＶＨＦ無線電話（以下「ＶＨＦ」という。）及びＡＩＳがあり、

船橋後部右舷側の海図台上には、ナブテックス受信機*2及びＧＰＳが、海図

台の左舷側壁面には、もう１台のＶＨＦが設置されていた。船体及び機器類

には不具合又は故障はなかった。なお、本船にはバウスラスター及び風向風

速計は装備されておらず、風の観測は目視で行っていた。 

(2) 満載状態における旋回性能、全速力後進をかけたときの停止距離及び停止

所要時間、並びに機関回転数と対水速力の関係は、次のとおりであった。 

① 満載状態における旋回性能 

  航海全速力（主機の回転数毎分（rpm）２４０）のとき 

   左旋回 縦距*3 ３９５ｍ、横距*4 ２１０ｍ、時間 １分２０秒 

   右旋回 縦距 ３９５ｍ、横距 ２１５ｍ、時間 １分２４秒 

  港内全速力（１９０rpm）のとき 

   左旋回 縦距 ３００ｍ、横距 １４０ｍ、時間 １分１１秒 

   右旋回 縦距 ３０５ｍ、横距 １４５ｍ、時間 １分１５秒 

② 全速力後進をかけたときの停止距離及び停止所要時間 

                         
*2 「ナブテックス受信機」とは、航行警報、気象警報等の海上安全情報を自動受信して印字する装置

をいう。同情報は、主として沿岸から約３００Ｍまでを航行する船舶に対して提供される。 
*3 「縦距」とは、転舵を開始したときの船の重心位置から９０°回頭したときの船体重心の原針路上

での縦移動距離をいう。 
*4 「横距」とは、転舵を開始したときの船の重心位置から９０°回頭したときの船体重心の原針路上

での横移動距離をいう。「横距」は、「旋回径」の半分程度（出典：岩井聰（著）「操船論」海文堂（昭

和４２年発行））であり、「旋回径」とは、転舵を開始したときの船の重心位置から１８０°回頭した

ときの船体重心の原針路上での横移動距離をいう。 
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  航海全速力（２４０rpm）のとき 

   停止距離 １,３５０ｍ、停止所要時間 ５分１０秒 

  港内全速力（１９０rpm）のとき 

   停止距離 ９００ｍ、停止所要時間 ３分２５秒 

③ 機関回転数と対水速力の関係 

  航海全速力前進 ２４０rpm １１.６５kn 

  港内全速力前進 １９０rpm  ９.５６kn 

  半速力前進   １７０rpm  ８.５５kn 

  微速力前進   １３０rpm  ６.００kn 

  極微速力前進  １１０rpm  ４.４５kn 

 

２.６ 気象及び海象に関する情報 

2.6.1 気象観測値及び潮汐 

(1) 気象観測値 

事故発生場所の南南西方約４.８㎞に位置する新潟地方気象台の事故当日

１６時３０分～１７時００分の観測値は、次のとおりであった。 

１６時３０分 北風、平均風速 ４.２m/s、最大瞬間風速 ７.９m/s 

１６時４０分 北風、平均風速 ３.３m/s、最大瞬間風速 ６.４m/s 

１６時５０分 北風、平均風速 ３.３m/s、最大瞬間風速 ６.３m/s 

１７時００分 北北東風、平均風速 ３.０m/s、最大瞬間風速 ６.６m/s 

(2) 潮汐 

海上保安庁刊行の潮汐表によれば、新潟港西区における事故発生時刻前後

の潮汐は、高潮時刻が１３時１８分で潮高は１０cm、低潮時刻が２０時３８

分で潮高は－１１cmであり、事故当時の潮汐は、下げ潮の中央期であった。 

 

2.6.2 乗組員の観測 

船長及び二等航海士の回答書によれば、事故当時の気象及び海象は、次のとおり

であった。 

天気 曇り、風向 北北東～北東、風力 ４ 

視程 ３～４Ｍ、波高 ２～３ｍ、波向 北東 

 

２.７ 事故水域等に関する情報 

(1) 海図Ｗ１１５５Ａ（新潟港西部）によれば、河口水域の西突堤と導流堤との

間の距離は約２９０ｍ、事故発生場所付近における維持水深１０.５ｍの水路幅

は約１８０ｍであり、臨港ふ
．
頭の入口である導流堤南端と臨港灯台を結んだ線
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から西突堤東方の１０ｍ等深線までの距離は約２３０ｍである。 

(2) 海上保安庁刊行の本州北西岸水路誌によれば、新潟港西区は、信濃川河口に

あり、土砂の堆積により水深が変化するため、常に掘り下げ作業が行われてお

り、信濃川河口付近の流れは強く、平均流速は１kn前後である。 

(3) 海上保安庁発行の水路通報によれば、新潟港西区の維持水深水域における掘

り下げ作業の実施期間は、次のとおりである。 

   ① 平成２０年４月１日～平成２１年３月３１日（第九管区水路通報２０年 

１６２号） 

   ② 平成２１年４月１日～平成２２年３月３１日（第九管区水路通報２１年 

１６７号） 

 

 

３ 分 析 

 

３.１ 事故発生の状況 

3.1.1 事故発生に至る経過 

２.１及び２.６から、次のとおりであった。 

(1) 本船は、１６時２９分ごろ臨港灯台から１３３°１６０ｍ付近を、船首方

位１６２°、対地針路３３２°及び０.６knの速力で航行していたものと推定

され、タグボートによる操船補助なしで、左舵一杯とし、機関を極微速力後

進にかけていたものと考えられる。 

(2) 本船は、１６時３５分ごろ臨港灯台から１３１°１３０ｍ付近を、船首方

位１３９°、対地針路３２１°及び０.４knの速力で航行していたものと推定

され、船速に比べて風速が大きく、後進の場合は針路不安定な性質を持つと

ともに舵力も小さいので、左舷後方からの風による影響を受け、船尾が風下

に向って回頭したものと考えられる。 

(3) 本船は、１６時４１分ごろ臨港灯台から０２３°４０ｍ付近を、船首方位

１５２°、対地針路３３３°及び２.１knの速力で航行していたものと推定さ

れ、左舷後方からの風による影響を受けて風下に圧流され、機関を微速力後

進にかけて北北西方に後進で航行し、河口水域に向かったものと考えられる。 

(4) 本船は、１６時４４分ごろ臨港灯台から３５０°２３０ｍ付近を、船首方

位１７１°、対地針路０２６°及び０.６knの速力で航行していたものと推定

され、その後、河口水域で導流提に並航したとき、右舵一杯に転舵して機関

を極微速力前進にかけて右回頭を開始し、導流提南端を通過後、機関を微速
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力前進にかけたものと考えられる。 

(5) 本船は、１６時４７分ごろ臨港灯台から３１９°１７０ｍ付近を、船首方

位２７７°、対地針路２６７°及び３.２knの速力で航行していたものと推定

され、機関を半速力前進にかけて舵力を増大させ、右回頭を続けたものと考

えられる。 

(6) 本船は、右回頭中、西突堤に接近したため、機関を微速力前進、極微速力

前進、停止としたが、西突堤東側の浅所に乗り揚げたものと考えられる。 

 

3.1.2 乗揚げの状況 

２.１から、客観的な情報であるＡＩＳ記録を重視し、本船は、１６時５０分ごろ

臨港灯台から３２２°４００ｍ付近において、船首方位が００９°になったとき、

乗り揚げたものと考えられる。 

 

３.２ 事故の要因の解析 

3.2.1 乗組員及び船舶の状況 

(1) 乗組員の状況 

２.４(1)から、船長は、適法で有効な海技免状を有していた。 

(2) 船舶の状況 

2.5.3から、船体及び機器類に不具合又は故障はなかったものと考えられる。 

 

3.2.2 気象及び海象の状況 

２.６及び２.７(2)から、事故当時の気象及び海象は、天気は曇り、北北東の風、

風力４、視程は３～４Ｍで、潮汐は下げ潮の中央期であったが前後の高潮と低潮と

の潮高の差が小さく、潮流は航行に影響はなかったが、約１knの川の流れがあった

ものと考えられる。 

 

3.2.3 事故発生に関する解析 

２.１、2.5.3、２.６、２.７及び3.1.1から、次のとおりであった。 

(1) 本船は、タグボートによる操船補助なしで新潟港西区臨港ふ
．
頭から出港す

る際、風力４の北北東風による影響を受けて風下に圧流され、回頭予定水域

まで後進で航行することができなかったものと考えられる。 

(2) 本船は、満載状態において港内全速力のとき、右旋回時の横距は１４５ｍ

で、事故発生場所付近の河口水域の水路幅は約１８０ｍであったが、船長は

旋回性能を正確に把握していなかったことから、旋回径よりも狭い河口水域

において、反方位まで回頭を行おうとしたものと考えられる。 
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(3) 本船は、タグボートによる操船補助を得ていれば、回頭予定水域まで航行

し、そこで右回頭を行うことができたものと考えられる。 

(4) 本船は、河口水域で右回頭中、西突堤東側の浅所に乗り揚げたものと考え

られる。 

(5) 本船は、河口水域で右回頭する際、機関及び舵に加えて錨を使用すること

により、回頭を速やかに行うことができ、乗揚を防止することができた可能

性があると考えられる。 

 

 

４ 原  因 

 

本事故は、本船が、新潟港西区臨港ふ
．
頭を離岸して回頭予定水域まで後進で航行す

ることができなかった際、本船の旋回径よりも狭い河口水域で右回頭したため、西突

堤東側の浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 

本船が河口水域で右回頭したのは、船長が、本船の旋回性能を十分に把握していな

かったことによるものと考えられる。 

本船が、回頭予定水域まで後進で航行することができなかったのは、風力４の北北

東風による影響を受けて風下に圧流されたことによるものと考えられる。 

 

 

 



 
-
 
1
0
 
-

 

付図１　推定航行経路図

後進中(その後、前進) 

後進中 

後進中 

前進中 

乗揚 
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付表１ 本船のＡＩＳ記録 

 

時  刻 
対地速力 

（kn） 

緯  度 

（北緯） 

経  度 

（東経） 

対地針路 

（°） 

船首方位

（°） 

１６時２０分２０秒 ０.０ ３７°５６′５１.５″ １３９°０４′１３.５″ ０３５ １４７ 

１６時２３分２１秒 ０.０ ３７°５６′５１.６″ １３９°０４′１３.５″ １８３ １４７ 

１６時２６分２１秒 ０.１ ３７°５６′５１.６″ １３９°０４′１３.８″ ０７４ １５７ 

１６時２９分１７秒 ０.６ ３７°５６′５１.９″ １３９°０４′１３.９″ ３３２ １６２ 

１６時３２分１９秒 ０.７ ３７°５６′５２.０″ １３９°０４′１４.０″ １４７ １５５ 

１６時３５分１９秒 ０.４ ３７°５６′５２.７″ １３９°０４′１３.１″ ３２１ １３９ 

１６時３８分１８秒 １.０ ３７°５６′５２.８″ １３９°０４′１２.９″ ３３０ １４９ 

１６時４１分１８秒 ２.１ ３７°５６′５６.８″ １３９°０４′０９.７″ ３３３ １５２ 

１６時４４分１９秒 ０.６ ３７°５７′０２.８″ １３９°０４′０７.５″ ０２６ １７１ 

１６時４７分２０秒 ３.２ ３７°５６′５９.７″ １３９°０４′０４.４″ ２６７ ２７７ 

１６時５０分１８秒 ０.０ ３７°５７′０５.９″ １３９°０３′５８.８″ ２５２ ００９ 

１６時５３分１８秒 ０.０ ３７°５７′０５.９″ １３９°０３′５８.９″ １３１ ００６ 

 




